
内嶋順一氏

みなと横浜法律事務所
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神奈川県弁護士会

講師

みなさんの財産をねらう「悪徳商法」の手口が、電話・訪問な

どに加え、メールやインターネットなどを利用し、複雑化・巧妙

化しています。また誰にも相談できず、被害が潜在化している

ケースもあります。最新の動向を知ることで、まずは「だまされ

ない」ための最新の知識を得て、身を守りましょう！

架空料金詐欺
架空請求の手紙やメー

ル・フィッシング詐欺

キャッシュカード詐欺
公的な職員を装ってキャッシュカードの

不正利用と嘘をつき暗証番号やカード

を隙をみて盗む等

還付金詐欺
税金還付などを装って

ATMを操作させるメールやアプリなどで

巧みに投資に誘導した

り、恋愛感情を悪用

する

SNS詐欺
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